
平成 27 年 6 月５日発行  

自然と調和した輝くまち新生かわみなみ自然と調和した輝くまち新生かわみなみ自然と調和した輝くまち新生かわみなみ自然と調和した輝くまち新生かわみなみ             

                                        

 
 
 
 
 

【発行・問合せ先】川南町役場 まちづくり課 地域あんしん係 TEL 27-8002 

 

 

 

 

川南町の人口            休日在宅当番医  

6月21日 … 喜多医院 7 月 12 日 … 川南山口整形外科医院 

6月28日 … 川南病院 7 月 19 日 … 喜多医院 

7 月 5 日 … 川南病院    

      

 

子育て世帯臨時特例給付金の御案内 

年度も、消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。

この給付金を受け取るには、平成平成平成平成 27272727 年年年年 6666 月分の児童手当を支給する市区町村への申請月分の児童手当を支給する市区町村への申請月分の児童手当を支給する市区町村への申請月分の児童手当を支給する市区町村への申請が必要です。対象とな

る方は、申請期間内に申請をお願いします。 

【支給対象者】 平成平成平成平成 27272727 年年年年 6666 月分の児童手当の受給者月分の児童手当の受給者月分の児童手当の受給者月分の児童手当の受給者 

       ※平成 27 年 6 月分の特例給付の受給者は、対象になりません。 

※特例給付の受給者とは、平成 26 年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方(児童 1 人当たり 

月額一律 5,000 円が支給される方)をいいます。 

【対象児童】 支給対象者の平成 27 年 6 月分の児童手当の対象となる児童 

【支 給 額】 対象児童 1 人につき 3,000 円 

【申請方法】 申請書を福祉課でお渡ししますので、印鑑をお持ちの上、基本的には児童手当の現況届と同時に申請して 

ください。 

【申請期間】 平成 27 年 6 月 1 日(月)から 12 月 1 日(火)まで 

【問合せ先】 福祉課 TEL 0983-27-8007                            (福祉課) 

 

 

 

 

 

【６月】     

17 日 (水) 乳児健診 13:00～ 保健センター 

  農業用廃プラスチック収集 9:00～15:00 尾鈴地区廃プラスチック集積場  

19 日 (金) 1 歳 6 か月健診 13:00～ 保健センター 

24 日 (水) すくすく教室（ベビーヨガ） 10:00～ 保健センター 

30 日 (火) 農業委員会定例総会   

【7 月】    

1 日 (水) 農業用廃プラスチック収集 9:00～15:00 尾鈴地区廃プラスチック集積場  

4 日 (土) 第 62 回川南町消防操法大会 7:00～ サンＡ川南文化ホール駐車場 

8 日 (水) 農業用廃プラスチック収集 9:00～15:00 尾鈴地区廃プラスチック集積場  

10 日 (金) 農家相談 9:00～11:30 第 1 会議室 

総人口 … 16,181 人 (先月比△11) 

世帯数 … 6,113 世帯 (先月比△18) 

男 … 7,697 人  

女 … 8,484 人 (平成 27 年 5 月 1 日時点) 

今
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６月後半と７月前半の行事予定 



 

第十回特別弔慰金支給の申請受付について 

「 没者等の遺族に対する特別弔慰金」（第十回特別弔慰金）の支給申請受付を開始します。 

【受付期間】 平成 27 年 6 月 1 日(月) ～ 平成 30 年 4 月 2 日(月) 

【支給対象者】 平成 27 年 4 月 1 日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法 

による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位の御遺 

族お一人に支給されます。 

【支給順番】 戦没者等の死亡当時の御遺族で戦没者等の死亡当時の御遺族で戦没者等の死亡当時の御遺族で戦没者等の死亡当時の御遺族で 

1 平成 27 年 4 月 1 日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 

2 戦没者等の子 

3 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 

      ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ 

替わります。 

4 上記 1 から 3 以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等） 

        ※戦没者等の死亡時まで引き続き 1 年以上の生計関係を有していた方に限ります。 

【支給内容】 額面 25 万円、5 年償還の記名国債 

【申請窓口】 福祉課 社会福祉係 TEL 0983-27-8007 

【持ってくるもの】 印鑑（国庫債券印鑑等届出書に使用するもの） 

(福祉課) 

川南、都農衛生組合からのお願い 

南、都農衛生組合は、川南、都農両町の家庭から出る生し尿、浄化槽汚泥を処理する施設です。これら以外の

ものは異物となり、衛生組合では処理できません。ここ数年異物が原因と思われる機会の目詰まりが発生し、

処理ができない状況が頻繁に起こっています。特に、浄化槽の充填剤、大量の種子、油脂類、そしてペットフ

ードの食べ残しや、ペット用トイレの砂と思われるものの異物が多く見受けられます。ペットフードや、ペット用トイレ

の砂(猫砂等)については、西都児湯管内市町村は「燃やせるゴミ」として出すようになっています。トイレの砂には、製

品によっては「トイレに流せます」と表示されているものもありますが、トイレに流さないようお願いします。また、油

脂類によるものと思われる機械の目詰まりも頻発しています。食用油は排水口に流さないよう、併わせてお願いします。 

(環境水道課) 

 

水田・畑の暗渠排水管設置を考えている農業者のみなさんへ 

では、水田・畑の自力施工等による暗渠管設置といった農地整備を促進するため、農業基盤整備促進事業を

実施していましたが、平成 27 年度においては、国の事業見直しにより県下全域で一地区当たりの事業費が

大幅に縮小されています。本町も要望額に対し事業費が大幅に縮小されており、現在のところ、暗渠排水設

置事業については、実施できる予算配分がありません。今後、国からの追加補正予算等があり、暗渠排水事業が実施でき

ることとなりましたら、改めてお知らせ等で事業申請案内を周知させていただきますので、暗渠排水設置を考えていた農

業者皆様の御理解をお願いします。その他、不明な点は農地課(耕地係)までお問い合わせください。 

 

【問合せ先】 農地課 耕地係 TEL 0983-27-8012 

 

（農地課） 
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水田・畑の区画拡大（川南原土地改良区の受益地は除く）の要望量調査について 

では、今後、水田・畑の区画拡大（川南原土地改良区の受益地は除く）の事業実施に向け、事業を希望され

る方の要望量調査を行います。事業実施を希望される方は、水田・畑の地番及び面積等について、農地課(耕

地係)までお知らせください。なお、今回は要望量を把握するための調査であり、事業申請の受付ではありま

せんので、その点について御理解ください。その他、不明な点は農地課までお問い合わせください。 

【問合せ先】 川南町役場 農地課 耕地係 TEL：0983-27-8012 

（農地課） 

 

水道メーター取替のお知らせ 

道メーターは、計量法により有効期限が８年と定められています。このため川南町では、毎年有効期限が過ぎ

る水道メーターの取替を実施しており、今回は約 700 件が対象となっています。作業は町が委託した作業員

（腕章着用）が無料で行います。作業時間は 10 分～20 分程度で、一時的に水の使用が出来なくなります。

なお、御不在の場合でも特にお断りのある場合を除き、取替作業を行わせていただきますので御了承ください。使用者の

皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。※対象の方には６月下旬に案内を送付する予定にしております。 

【取替期間】 平成 27 年 7 月 11 日(土)～7 月 22 日(水) 

【問合せ先】 環境水道課 工務係 TEL 0983-27-8015 

 

(環境水道課) 

税務職員採用試験受験者募集 

事院九州局と熊本国税局では、税務職員採用試験の受験者を募集します。申込受付は平成 27 年 6 月 22 日

（月）から開始しますので、受験資格及び受験申込等の詳細は、国税庁ホームページの試験概要を御覧いた

だくか、次のところへお問い合わせください。なお、申込受付期間及び申込先は、申込方法又は希望する第

1 次試験地により異なりますので、御注意ください。 

【問合せ先】 人 事 院 九 州 事 務 局 TEL 092-431-7733 

       熊本国税局人事第二課試験研修係 TEL 096-354-6171 

       高 鍋 税 務 署 TEL 0983-22-1373（代表）※自動音声案内に従い「２」を選択 

(税務課) 

 

社会保障・税番号制度について 

会保障・税番号制度については、平成 27 年 10 月から個人番号および法人番号が通知されます。その後、平

成 28 年 1 月から順次、国税分野で個人番号及び法人番号の利用が開始されることとされており、国税庁は、

法人番号の付番機関となるとともに、個人番号及び法人番号の利活用機関となります。詳しくは国税庁ホーム

ページトップ(http://www.nta.go.jp/ )「社会保障・税番号制度 あなたにも、マイナンバー。はじまります。」を御覧

ください。 

(税務課) 
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宮崎県消費生活センター出前講座について 

崎県消費生活センターでは、複雑・多様化する消費者トラブルの未然防止や、豊かで安全・安心な消費生活の

向上を図るため、出前講座を実施しています。職場や地域での研修会や学習会などに御活用ください。 

 

 

【対象人数】 原則として 10 名以上 

【講座の時間】 1 時間から 2 時間（調整可能） 

【講座テーマ】 くらしの中の契約、悪質商法から高齢者を守る、知っておきたい食品表示、 

        家庭でできる省エネ、生活設計、クリーニングの基礎知識、整理収納など 

【申込み方法】 御希望の日程や内容について、宮崎県消費生活センターへお問い合わせください。 

【受 講 料】 無料 

【問合せ先】 宮崎県消費生活センター TEL 0985-32-7171 

（まちづくり課） 

放送大学 10 月入学生募集 

送大学はテレビ等の放送やインターネットで授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業した

い、学びを楽しみたいなど、様々な目的で、幅広い世代の方が学んでいます。現在、平成 27 年 10 月入学生

を募集しています。詳しい資料を無料で送付いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 

【募集学生の種類】 教養学部  科目履修生(6 か月在学し、希望する科目を履修） 

            選科履修生(1 年間在学し、希望する科目を履修) 

            全科履修生(4 年以上在学し、卒業を目指す) 

大学院    修士科目生(6 か月在学し、希望する科目を履修） 

            修士選科生(1 年間在学し、希望する科目を履修) 

【出願期間】 平成 27 年 6 月 15 日(月)～平成 27 年 8 月 31 日(月) 

平成 27 年 9 月 1 日(火)～平成 27 年 9 月 20 日(日) 

(インターネットでの出願も受け付けております) 

【資料請求・問合せ】 〒883-8510 日向市本町 11-11 放送大学宮崎学習センター TEL 0982-53-1893 

(まちづくり課) 

全席シートベルトの使用は、家族への本当の愛です。 

幼児を抱きかかえたままハンドルを握る運転者の車や、幼児や児童が車内で自由に動きまわっている車を時

折見かけます。時に交通事故は、いかに安全運転を心掛けていても、たとえ自分に非がなくても、突然発生

することがあります。 

そんな時でも、あなたと家族を守ってくれるのが、シートベルトであり、チャイルドシートです。宮崎県の一般道での後

部座席シートベルト使用率は 23.9％で全国ワースト 3 位です。（平成 26 年全国平均 35.1％）シートベルトを使用しな

い場合の致死率は着用時の 15 倍にもなります。シートベルトを使用せずに交通事故に遭遇すると、車外に放り出された

り、車内で物、同乗者同士の激突の原因になります。宮崎県のチャイルドシート使用率は 47.0％で全国ワースト 3 位で

す。（平成 26 年全国平均 61.9％）チャイルドシートを使用しない場合の死亡重症率は、使用時の 3 倍にもなります。

大切な御家族を守るため、必ずシートベルト、チャイルドシートの使用を徹底しましょう。 

（まちづくり課） 
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平成 27 年度宮崎県家畜商講習会の御案内 

成 27 年度宮崎県家畜商講習会が開催されます。 

 

【講習の目的】 家畜の取引業務に必要な知識の習得を図る。 

【講習の対象者】 家畜の取引業務に従事するため家畜商免許を必要とする者で、宮崎県暴力団排除条例第２条第２号に該当 

する者、同条例第 2 条第４号に該当する者ではない旨の誓約書を提出した者。 

【開催日時】 平成 27 年 8 月 24 日（月）から 8 月 25 日（火）の 8 時 30 分から 17 時 

【開催場所】 宮崎県庁 6 号館 612 号室（宮崎市橘通東 2 丁目 10 番 1 号） 

【講習科目及び講習時間】 （１）家畜の取引に関する法令    4 時間 

（２）家畜の品種及び特徴      4 時間 

（３）家畜の悪癖、機能障害及び持病 6 時間 

【受講申込期限】 平成 27 年 7 月 17 日（金） 

【提 出 先】 宮崎県児湯農林振興局 農畜産課 畜産担当 児湯郡高鍋町大字北高鍋 3870-1 

※宮崎県高鍋総合庁舎内 

【受講手数料】 3,300 円（宮崎県収入証紙） 

【問合せ先】 宮崎県児湯農林振興局 農畜産課 畜産担当 TEL 0983-22-1365 

（産業推進課） 

平成 27 年国勢調査の調査員を募集します 

勢調査は、日本国内に住む全ての人と世帯を調査する、国の最も重要かつ大規模な調査です。川南町では、平

成 27 年国勢調査の実施に当たり、国勢調査員として町内の調査に従事していただける方を募集します。 

 

【主な仕事】 調査員説明会への出席 

調査区要図、世帯名簿の作成 

調査の説明と協力依頼 

調査資料の配布・回収 

調査票の点検・補記・整理と提出 

【任 期】 平成 27 年８月２７日（木）～平成 27 年 10 月 26 日（月） 

【報 酬】 前回平成 22 年実施の国勢調査の場合（１調査区の世帯数はおおむね 50 世帯） 

（例）1 調査区担当の場合…39,100 円 

2 調査区担当の場合…74,260 円 

※この報酬例は、平成 22 年に行われた国勢調査の報酬の取り扱いに準じて作成していますので、平成

27 年の国勢調査では変更になる場合があります。また、受け持つ世帯数に応じて報酬計算を行いますの

で、上記の例に比べ報酬金額が増減する可能性があります。 

【対 象 者】 責任を持って調査業務を遂行でき、原則として 20 歳以上の方 

調査で知り得たことなど、秘密を守れる方 

税務、警察及び選挙活動に直接関係のない方 

暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない方   

 

【問合せ先】 〒889-1301 宮崎県川南町大字川南 13680-1 

川南町役場 まちづくり課 TEL 0983-27-8002        

（まちづくり課） 
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戸籍だよりへの掲載を希望されない場合は、届出の際に窓口でその旨をお知らせください。

就学相談会の開催について 

育課では、来年度小学校 1 年生になるお子様で、就学にあたってのこころやからだの発達に関することや、

育児や教育についての心配ごとやお悩みごとをお持ちの方々のために、専門家の先生による就学相談会を開

きます。どうぞお気軽にお申し込みください。 

【日 時】 平成２７年８月６日（木） 午前９時～午後４時 

【会 場】 川南町農村環境改善センター 

【対 象 者】 来年度小学校１年生になるお子様に限ります。 

【相談分野】 医学・心理・教育・福祉の４分野 

【そ の 他】 申込みについては、町内の保育所・幼稚園等に申込用紙を準備しています。教育課でも直接申込みができ

ますが、問診票等がありますので、お電話での申込みはできません。また、相談の時間帯について、御希

望に沿えない場合もありますので、御了承ください。なお、申込みが定員に達した場合、それ以降に申込

みをいただいた方には、別の日程、会場で相談を行うことがあります。           (教育課) 

教


